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�愛媛県告示第４２７号
国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第２７条第２項の規定に

より、次のとおり愛媛県歯科医師国民健康保険組合の規約の変更を

認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

事 務 所 の 所 在 地

変 更 前 変 更 後

松山市山越三丁目１５番１５号 松山市柳井町二丁目６番地２

２ 規約変更年月日

愛媛県知事の認可があった日

３ 規約変更認可年月日

令和４年３月１８日

�������
�愛媛県告示第４２８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和４年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４２９号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和４年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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適用を受けるものである。

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 長坂第２地区
（今治市） 令和３年３月２５日

毎週（火・金）曜日発行 第３００号 令和４年４月１９日

令和４年４月１９日火曜日 第３００号
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�愛媛県告示第４３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道前平野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

令和４年４月１９日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

�������
�愛媛県告示第４３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市中村土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和４年４月１９日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

令和４年４月１９日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市阿島土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

随意契約に係る物品等又
は特定役務の名称及び数
量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

えひめ電子入札共同システ
ム保守管理業務

愛媛県出納局会計課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和４年４月１日

富士通Ｊａｐａｎ株式会
社愛媛支社
支社長 黒田 和彦
愛媛県松山市永代町１３番
地

６９，５９７，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 田 喜 義 西条市実報寺甲１６９番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 岐 清 重 新居浜市横水町１３－１７

〃 加 藤 則 明 新居浜市政枝町二丁目７－３４

〃 尾 崎 弘 之 新居浜市中村松木一丁目３－３７

〃 � 橋 登 新居浜市土橋一丁目９－３８

〃 近 藤 重 俊 新居浜市中村一丁目８－８

〃 池 田 辰 夫 新居浜市本郷一丁目６－４３

〃 西 原 力 新居浜市本郷一丁目８－４１

監 事 � 門 薫 新居浜市本郷一丁目５－２７

〃 近 藤 上 新居浜市横水町１２－３７

〃 本 田 修 新居浜市中村四丁目１３－３９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 岐 清 重 新居浜市横水町１３－１７

〃 加 藤 則 明 新居浜市政枝町二丁目７－３４

〃 � 橋 登 新居浜市土橋一丁目９－３８

〃 近 藤 重 俊 新居浜市中村一丁目８－８

〃 池 田 辰 夫 新居浜市本郷一丁目６－４３

〃 西 原 力 新居浜市本郷一丁目８－４１

監 事 大 澤 眞 一 新居浜市土橋一丁目８－４

〃 � 門 薫 新居浜市本郷一丁目５－２７

〃 近 藤 上 新居浜市横水町１２－３７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 真 鍋 � 繁 四国中央市土居町上野３６９８番地

〃 合 田 国 広 四国中央市土居町北野２０４５番地

〃 � 橋 藤 信 四国中央市土居町土居１００９番地

〃 苅 田 耕 一 四国中央市土居町中村１００３番地３

〃 加 地 公 雄 四国中央市土居町小林６５０番地

〃 越 智 寧 四国中央市土居町藤原５番耕地７番地

〃 河 村 薫 四国中央市土居町野田甲１１５４番地

〃 谷 比呂司 四国中央市川之江町２７５１番地１０

〃 岸 嵩 幸 四国中央市土居町天満２０４７番地２

〃 野 村 好三郎 四国中央市土居町蕪崎７２７番地１

監 事 真 鍋 忠 男 四国中央市土居町上野２２５６番地

〃 鈴 木 博 美 四国中央市土居町北野２２４０番地

〃 松 木 英 則 四国中央市土居町天満１５１８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 真 鍋 � 繁 四国中央市土居町上野３６９８番地

〃 鈴 木 博 美 四国中央市土居町北野２２４０番地

〃 � 橋 藤 信 四国中央市土居町土居１００９番地

〃 苅 田 耕 一 四国中央市土居町中村１００３番地３

〃 中 川 幸 夫 四国中央市土居町小林１６４２番地

〃 越 智 寧 四国中央市土居町藤原５番耕地７番地

〃 坂 上 大 恭 四国中央市土居町津根２７８２番地

〃 谷 比呂司 四国中央市川之江町２７５１番地１０

〃 岸 嵩 幸 四国中央市土居町天満２０４７番地２

〃 野 村 好三郎 四国中央市土居町蕪崎７２７番地１

監 事 鈴 木 和 治 四国中央市土居町中村６１５番地３

〃 加 藤 徳 明 四国中央市土居町土居４８５番地２

〃 続 木 則 幸 四国中央市土居町野田甲１０００番地
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�愛媛県告示第４３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�������
�愛媛県告示第４３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

道前平野土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�������
�愛媛県告示第４３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市中村土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�������
�愛媛県告示第４３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

令和４年４月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

退 任

�������
�愛媛県告示第４３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１７項の規定により、道前道後土地改良区連合から次のと

おり役員が就任した旨の届出があった。

令和４年４月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

就 任

�愛媛県告示第４３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市朝生田町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第４４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市和泉土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第４４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市土居田町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第４４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市富�土地改良区の定款の変更を認可した。
令和４年４月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第４４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市道後平野土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第４４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第３０条第２項の規定により、道前道後土地改良区連合の定款の変

更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第４４５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年４月１９日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 泱 松山市枝松１丁目８番３号

〃 馬 越 史 朗 松山市�町９番４７号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 今 井 敬 三 西条市玉之江２９３番地
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選挙管理委員会告示

�������
�愛媛県告示第４４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

三間土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年４月１９日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第４４７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和４年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和４年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４９号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和４年４月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第２１号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和４年４月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第１号

令和４年４月１１日
伊予市米湊字南原１４２番４

松山市�万ノ台７４３番地３
ローズハイツＢ１０１号
越 智 堂 温
越 智 麻 美

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

小児科、内科 ゆりかごファミリー
クリニック 大 藤 佳 子 新居浜市喜光地町一丁目４番１９号 令和

４年４月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

内 科 ゆりかごファミリー
クリニック 佐 伯 祐 司 新居浜市喜光地町一丁目４番１９号 令和

４年４月１日

呼 吸 器 機 能 障 害 呼吸器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 中 村 行 宏 東温市志津川 令和

４年４月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

中 田 貴 大 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷三丁目１番 令和４年

３月１日

西 原 江里子 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷三丁目１番 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 令和４年

３月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

聴覚障害、平衡・音声・言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 勢 井 洋 史 東温市志津川 令和
４年３月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸・小
腸機能障害 外 科 公立学校共済組合四

国中央病院 石 川 正 志 四国中央市川之江町２２３３番地 令和
４年２月２８日
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県議会告示

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第２２号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和４年４月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県議会告示第１号
次のとおり落札者を決定した。

令和４年４月１９日

愛媛県議会事務局長 土 居 祐 二

改 正 後 改 正 前

１～３ 省略

４ 老人ホーム

１～３ 省略

４ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日 名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

介護付き有料老

人ホームサンシ

ティ北条

省略 介護付き有料老

人ホームサンシ

ティ北条

省略

地域密着型特別

養護老人ホーム

ゆうりん苑

特別養護老

人ホーム

松山市津吉町

１００８

令和４年４月１２日

５・６ 省略 ５・６ 省略

改 正 後 改 正 前

１～３ 省略

４ 老人ホーム

１～３ 省略

４ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日 名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

�谷荘 省略 �谷荘 省略

五明苑 特別養護老

人ホーム

松山市菅沢町

甲９８６

昭和５３年１２月６日

省略 省略

地域密着型特別

養護老人ホーム

ゆうりん苑

省略 地域密着型特別

養護老人ホーム

ゆうりん苑

省略

特別養護老人ホ

ーム五明苑

特別養護老

人ホーム

松山市菅沢町

乙４１１－１

令和４年４月１２日

５・６ 省略 ５・６ 省略

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県議会用タブレット端末の借入
れ 一式

愛媛県議会事務局
総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和４年４月７日
株式会社ＮＴＴ
ドコモ四国支社
香川県高松市天神前９
－１

３７１，１４０円
（月額） 一般競争入札 令和４年２月２５日
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公営企業告示

�愛媛県公営企業告示第３号
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定によ

り、病院の業務に係る公金の徴収の事務を次のとおり委託した。

令和４年４月１９日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 委託した事務の範囲及び内容

愛媛県立病院未収金の回収の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

弁護士法人舘野法律事務所 東京都渋谷区渋谷二丁目１６番８号

南雲ビル

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで

令和４年４月１９日 発行


